
 

 

南島原市監査委員告示第１号 

 

南島原市監査基準の一部を改正する告示を次のとおり定める。 
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南島原市監査基準の一部を改正する告示 

南島原市監査基準（令和２年南島原市監査委員告示第１号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第１項第９号中「第243条の２の８第３項」を「第243条の２の９第３項」

に改める。 

第18条第１項第５号中「第243条の２の８第８項後段」を「第243条の２の９第８

項後段」に改め、同項第７号中「第243条の２の７第２項」を「第243条の２の８第

２項」に改める。 

附 則 

この告示は、令和８年９月24日から施行する。 
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南島原市監査基準の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

（監査等の種類及びそれぞれの目的） （監査等の種類及びそれぞれの目的） 

第３条 監査等は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的

とする。 

第３条 監査等は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的

とする。 

(１)～(８) （略） (１)～(８) （略） 

(９) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査（法第243条

の２の９第３項又は公企法第34条において読み替えて準用する法第243条の２の９

第３項） 市長又は企業管理者の要求に基づき職員が市に損害を与えた事実がある

か監査すること。 

(９) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査（法第243条

の２の８第３項又は公企法第34条において読み替えて準用する法第243条の２の８

第３項） 市長又は企業管理者の要求に基づき職員が市に損害を与えた事実がある

か監査すること。 

(10)～(14) （略） (10)～(14) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（合議） （合議） 

第18条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。 第18条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

(５) 第３条第１項第９号の市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に

関する監査に係る決定及び法第243条の２の９第８項後段の意見の決定 

(５) 第３条第１項第９号の市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に

関する監査に係る決定及び法第243条の２の８第８項後段の意見の決定 

(６) （略） (６) （略） 

(７) 法第243条の２の８第２項の意見の決定 (７) 法第243条の２の７第２項の意見の決定 

(８) （略） (８) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 


